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証券コード：8410
平成27年５月29日

1

株 主 各 位
東京都千代田区丸の内一丁目６番１号

株式会社セブン銀行
代表取締役社長 二子石 謙輔

　 第14回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第14回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げ
ます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成27年６月17日（水曜日）午後
５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
　

記
日 時 平成27年６月18日（木曜日）午前10時（開場午前９時）

場 所 東京都港区芝公園三丁目３番１号
東京プリンスホテル ２階 プロビデンスホール
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

株主総会の目的事項
報告事項 １．第14期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告および計算書類報

告の件
２．第14期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）連結計算書類ならびに会計
監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役11名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

招集にあたっての決定事項
１．議決権行使書用紙において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして

取り扱わせていただきます。
２．議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の３日前までに議決権の不統一行使を行う旨と
その理由を書面により当社にご通知ください。

以 上
　
●本招集ご通知に提供すべき書類のうち、計算書類の「個別注記表」および連結計算書類の「連結注記表」につきましては、法令および定款第14条の規定に基づき、イ
ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.sevenbank.co.jp/ir/stock/）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。
なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した計算書類および連結計算書類には、本招集ご通知添付書類記載のも
ののほか、この「個別注記表」および「連結注記表」として表示すべき事項も含まれております。

●株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.sevenbank.co.jp/ir/stock/)
に掲載させていただきます。
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株主総会ご出席 郵　送 インターネット

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

平成27年6月18日
午前10時

平成27年6月17日
午後5時30分到着

平成27年6月17日
午後5時30分まで

議決権行使書

招集ご通
知

同封の議決権行使書用紙を会場
受付にご提出くださいますよう
お願い申し上げます。

同封の議決権行使書用紙に賛否
をご表示いただき、行使期限まで
に到着するようご返送ください。

当社指定の議決権行使サイト
（http://www.evote.jp/）に
アクセスしていただき、行使期限
までに賛否をご入力ください。

議決権行使についてのご案内
　
　株主さまにおける議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権
を行使くださいますようお願い申し上げます。
　議決権の行使には以下の３つの方法がございます。
　

　
インターネットによる議決権行使についての注意事項
　
●インターネットにより議決権を行使された場合は、議決権行使書用紙をご返送いただいた場合でも、インターネットによるご登録の
内容を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

●インターネットによって、議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたご登録の内容を有効な議決権行使として取り扱わせて
いただきます。

●議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金等は、株主さまのご負担となりま
す。

●パソコンまたはスマートフォン等による議決権行使は、インターネット利用環境によっては行えない場合もございますので、ご了承
ください。また、携帯電話による議決権行使は、携帯電話の機種等によっては行えない場合もございますので、ご了承ください。
　

システム等に関する
お問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027（受付時間９:00～21:00）
　
機関投資家の皆さまへ
当社株主総会における議決権行使の方法として、株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。
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第１号議案 定款一部変更の件
　1．提案の理由

平成２７年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成２６年法律第９０号）により、責任限定
契約を締結できる会社役員の範囲が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できる業務執行を行わ
ない取締役および社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、また
適切な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第４２７条第１項の規定により、当
社定款第３０条（取締役の責任免除）および第４１条（監査役の責任免除）の規定を変更するものでありま
す。なお、定款第３０条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

　2．提案の内容
変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款 変 更 案
（取締役の責任免除）
第３０条 （省略）

（取締役の責任免除）
第３０条 （現行どおり）

２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ
り、社外取締役との間に、会社法第４２３条第１
項に定める賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる。ただし、当該契約に基づく責任の限
度額は、法令の定める額とする。

２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ
り、取締役（業務執行取締役等であるものを除
く。）との間に、会社法第４２３条第１項に定め
る賠償責任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令の定める額とする。

（監査役の責任免除）
第４１条 （省略）

（監査役の責任免除）
第４１条 （現行どおり）

２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ
り、社外監査役との間に、会社法第４２３条第１
項に定める賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる。ただし、当該契約に基づく責任の限
度額は、法令の定める額とする。

２．当会社は、会社法第４２７条第１項の規定によ
り、監査役との間に、会社法第４２３条第１項に
定める賠償責任を限定する契約を締結することが
できる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
は、法令の定める額とする。
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第２号議案 取締役11名選任の件
　現任取締役全員（11名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役11名の選任をお
願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
　
　

1. あ んざ い たかし

安齋 隆（昭和16年１月17日生）
再任

　
● 略歴、地位
昭和38年４月 日本銀行入行
平成６年12月 同行理事
平成10年11月 株式会社日本長期信用銀行（現株

式会社新生銀行）頭取
平成12年８月 株式会社イトーヨーカ堂顧問
平成13年４月 当社代表取締役社長
平成17年９月 株式会社セブン＆アイ・ホールデ

ィングス取締役（現任）
平成22年６月 当社代表取締役会長（現任）

● 重要な兼職の状況
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役

● 所有する当社株式の数
573,500株

　
　

2. わ かす ぎ ま さと し

若杉 正敏（昭和21年１月19日生）
再任

　
● 略歴、地位
昭和44年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株

式会社新生銀行）入行
平成８年６月 同行取締役人事グループ統括部長

兼人事部研修室長
平成９年10月 長銀証券株式会社専務取締役
平成10年６月 長銀ウォーバーグ証券会社（現Ｕ

ＢＳ証券会社）マネージングダイ
レクタ

平成11年６月 株式会社レナウン第二営業本部長

平成12年９月 株式会社イトーヨーカ堂顧問
平成13年４月 当社常務取締役
平成18年６月 当社取締役専務執行役員
平成22年６月 当社取締役副会長執行役員（現任）

● 所有する当社株式の数
334,100株
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3. ふ た ご い し け んす け

二子石 謙輔（昭和27年10月６日生）
再任

　
● 略歴、地位
昭和52年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行）入行
平成13年４月 株式会社ＵＦＪホールディングス

（現株式会社三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループ）
リテール企画部長

平成14年１月 株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社
三菱東京ＵＦＪ銀行）五反田法人
営業部長

平成15年10月 当社入社
平成15年11月 当社業務推進部長
平成16年６月 当社取締役

平成18年６月 当社取締役執行役員
平成19年11月 当社取締役常務執行役員
平成21年６月 当社取締役専務執行役員
平成22年６月 当社代表取締役社長（現任）

● 担当
監査部

● 所有する当社株式の数
222,300株

　
　

4. ふ なた け や すあ き

舟竹 泰昭（昭和31年11月29日生）
再任

　
● 略歴、地位
昭和55年４月 株式会社日本長期信用銀行（現株

式会社新生銀行）入行
平成13年７月 株式会社新生銀行リテール業務推

進部長
平成13年12月 当社入社
平成14年10月 当社事業開発部長
平成18年５月 当社業務開発部長
平成18年６月 当社執行役員
平成20年６月 当社取締役執行役員
平成22年６月 当社取締役常務執行役員企画部長

平成25年６月 当社取締役専務執行役員企画部長
平成26年４月 当社取締役専務執行役員（現任）

● 担当
企画部、業務サポート部

● 所有する当社株式の数
179,900株
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5. い しぐ ろ か ずひ こ

石黒 和彦（昭和32年12月２日生）
再任

　
● 略歴、地位
昭和55年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三

菱東京ＵＦＪ銀行）入行
平成10年11月 同行システム部（東京）次長
平成13年４月 株式会社ユーフィット（現ＴＩＳ

株式会社）出向 取締役
平成16年４月 ＵＦＪＩＳ株式会社（現三菱ＵＦ

Ｊインフォメーションテクノロジ
ー株式会社）出向 取締役

平成18年３月 同社出向 常務取締役
平成21年５月 当社入社
平成21年５月 当社執行役員
平成22年６月 当社取締役執行役員システム部長

平成25年６月 当社取締役常務執行役員システム
部長

平成26年４月 当社取締役常務執行役員（現任）

● 担当
システム部、ＡＴＭソリューション部、リテール営
業部、事業開発部

● 所有する当社株式の数
24,200株

　
　

6. お おいずみ た く

大泉 琢（昭和31年10月24日生）
再任

　
● 略歴、地位
昭和55年４月 日本銀行入行
平成14年11月 同行横浜支店長
平成18年７月 同行決済機構局長
平成20年４月 同行発券局長
平成22年７月 当社入社
平成23年１月 当社執行役員
平成24年６月 当社取締役執行役員
平成25年10月 当社取締役常務執行役員海外事業

部長
平成26年４月 当社取締役常務執行役員（現任）
平成26年５月 株式会社セブン・フィナンシャル

サービス取締役（現任）

● 担当
調査部、資金証券部、ＡＴＭ業務管理部、国際事業部

● 重要な兼職の状況
株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役

● 所有する当社株式の数
9,300株
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7. し み ず あ きひ こ

清水 明彦（昭和27年３月16日生）
再任

　
● 略歴、地位
平成６年４月 株式会社イトーヨーカ堂入社
平成16年５月 同社執行役員
平成17年９月 株式会社セブン＆アイ・ホールデ

ィングス経理部シニアオフィサー
平成18年１月 同社執行役員経理部シニアオフィ

サー
平成24年５月 同社取締役執行役員経理部シニア

オフィサー（現任）
平成25年６月 当社取締役（現任）
平成27年５月 株式会社ヨークマート監査役（現

任）

● 重要な兼職の状況
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役執
行役員経理部シニアオフィサー

● 所有する当社株式の数
20,000株

　
　

8. お おは し よ う じ

大橋 洋治（昭和15年１月21日生）
再任 独立役員

　
● 略歴、地位
昭和39年４月 全日本空輸株式会社入社
平成５年６月 同社取締役
平成９年６月 同社常務取締役
平成11年６月 同社代表取締役副社長
平成13年４月 同社代表取締役社長
平成17年４月 同社代表取締役会長
平成19年４月 同社取締役会長
平成20年５月 社団法人日本経済団体連合会副会長
平成20年６月 当社取締役（現任）

平成20年６月 日本原子力発電株式会社監査役
平成22年10月 株式会社テレビ東京ホールディン

グス取締役（現任）
平成25年４月 ＡＮＡホールディングス株式会社

取締役会長
平成27年４月 ＡＮＡホールディングス株式会社

相談役（現任）

● 所有する当社株式の数
2,200株
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9. み やざ き ゆ う こ

宮崎 裕子（昭和26年７月９日生）
再任

　
● 略歴、地位
昭和54年４月 弁護士登録・第一東京弁護士会所

属（現任）
昭和54年４月 長島・大野法律事務所（現長島・

大野・常松法律事務所）入所
昭和59年８月 世界銀行法務部カウンセル（昭和

61年８月迄)
昭和63年１月 長島・大野法律事務所（現長島・

大野・常松法律事務所）パートナ
ー（現任）

平成24年６月 当社取締役（現任）

● 重要な兼職の状況
弁護士（長島・大野・常松法律事務所パートナ－）

● 所有する当社株式の数
0株

　

10.お おは し しゅう じ

大橋 周治（昭和13年11月23日生） 再任 独立役員

　
● 略歴、地位
昭和36年４月 社団法人日本能率協会（現株式会

社日本能率協会コンサルティン
グ）入社

昭和50年５月 公認会計士登録
平成３年６月 同社常務取締役海外本部長
平成５年９月 JMAC AMERICA,INC.代表取締

役社長
平成13年６月 株式会社日本能率協会コンサルテ

ィング顧問（現任）
平成25年６月 当社取締役（現任）
平成26年６月 株式会社ヨコオ取締役（現任）

● 重要な兼職の状況
公認会計士、経営コンサルタント（大橋周治事務所
所長）

● 所有する当社株式の数
4,800株
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11. おきな ゆ り

翁 百合（昭和35年３月25日生）
再任 独立役員

　
● 略歴、地位
昭和59年４月 日本銀行入行
平成４年４月 株式会社日本総合研究所入社
平成12年７月 金融庁金融審議会委員
平成18年６月 株式会社日本総合研究所理事
平成20年４月 早稲田大学客員教授
平成20年６月 日本郵船株式会社取締役（現任）
平成20年７月 総合研究開発機構理事（現任）
平成25年６月 当社取締役（現任）
平成26年３月 株式会社ブリヂストン取締役（現

任）

平成26年６月 株式会社日本総合研究所副理事長
（現任）

平成26年９月 慶應義塾大学特別招聘教授（現
任）

● 重要な兼職の状況
株式会社日本総合研究所 副理事長

● 所有する当社株式の数
0株
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注１．候補者清水明彦氏は、当社の特定関係事業者である株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの取締役執行役員経理部シニアオ
フィサーを兼務しております。
その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．候補者大橋洋治氏、宮崎裕子氏、大橋周治氏及び翁百合氏は、社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者とした理由は、次のとおりであります。
○大橋洋治氏は、ＡＮＡホールディングス株式会社の代表取締役や社団法人日本経済団体連合会副会長としての経験・識見等
を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役として適任であると考えております。
○宮崎裕子氏は、租税法及び企業法務を専門とする弁護士であり、その法律知識・豊富な経験等を、現に当社経営に活かしてい
ただいておりますので、社外取締役として適任であると考えております。同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経
営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断いたしま
した。
○大橋周治氏は、公認会計士としての専門的な知識、経営コンサルタントとしての幅広い見識及び会社経営者としての豊富な経
験を、現に当社経営に活かしていただいておりますので、社外取締役として適任であると考えております。

○翁百合氏は、長年にわたる金融システム及び金融行政に関する研究や金融庁金融審議会に携わった経験を、現に当社経営に活
かしていただいておりますので、社外取締役として適任であると考えております。同氏は、社外取締役となること以外の方法
で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断
いたしました。

４．社外取締役候補者が過去５年間に他の会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の会
社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実は、次のとおりであります。
○翁百合氏が取締役に就任している日本郵船株式会社は、平成26年3月に特定自動車輸送業務に関し、独占禁止法に違反する行
為があったとして、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、平成26年12月に自動車の海上輸送につき、
米国独占禁止法に違反する行為があったとして、米国司法省と司法取引に合意しました。同氏は、当該命令及び司法取引の対
象行為に係る調査を受けるまでこれらの行為を認識しておりませんでしたが、平素から法令遵守について意見表明を行ってお
り、事実判明後は、海外の競争法を含む独占禁止法の違反行為の根絶及び再発防止のために意見を表明するなど、法令遵守体
制の更なる強化に努めています。

５．候補者大橋洋治氏、宮崎裕子氏、大橋周治氏、翁百合氏及び清水明彦氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役と
しての在任期間は、本株主総会終結の時をもって、大橋洋治氏は７年、宮崎裕子氏は３年、大橋周治氏、翁百合氏及び清水明彦
氏は２年となります。

６．候補者大橋洋治氏、宮崎裕子氏、大橋周治氏及び翁百合氏とは、現在、当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第
423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定め
る額といたします。）。各氏の選任が原案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとしており
ます。

　 また、候補者清水明彦氏とは、現在、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任
を限定する契約を締結しております（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします。）。同氏の選任が
原案どおり承認可決された場合であって、第1号議案が原案どおり承認可決された場合、当社は同氏との間で同様の責任限定契
約を締結する予定であります。

７．候補者大橋洋治氏、大橋周治氏及び翁百合氏は、東京証券取引所規則の定める独立役員として同取引所に対し届け出ており、同
氏の選任が原案どおり承認可決された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定であります。
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第３号議案 監査役１名選任の件
　本株主総会終結の時をもって、牛尾奈緒美氏は任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするもの
であります。
　なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
　

う し お な お み

牛尾 奈緒美（昭和36年３月８日生）
再任 独立役員

　
● 略歴、地位
昭和58年４月 株式会社フジテレビジョン入社
平成10年４月 学校法人明治大学専任講師
平成15年４月 同大学助教授
平成19年４月 同大学准教授
平成21年４月 同大学情報コミュニケーション学

部教授（現任）
平成21年８月 内閣府男女共同参画推進連携会議

有識者議員
平成23年６月 当社監査役（現任）
平成26年６月 ＪＸホールディングス株式会社監

査役（現任）

● 重要な兼職の状況
明治大学情報コミュニケーション学部教授

● 所有する当社株式の数
7,100株

　

注１．候補者牛尾奈緒美氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．候補者牛尾奈緒美氏は社外監査役候補者であります。
３．牛尾奈緒美氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は大学教授としての専門知識・見識等を有しており、現に当社経営全般の
監視に活かしていただいておりますので、社外監査役として適任であると考えております。同氏は、社外監査役となること以外
の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると
判断いたしました。

４．候補者牛尾奈緒美氏は、現在当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって４
年となります。

５．候補者牛尾奈緒美氏とは、現在、当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を
限定する契約を締結しております（ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額といたします。）。同氏の選任が原
案どおり承認可決された場合、当該責任限定契約は引き続き効力を有するものとしております。

６．候補者牛尾奈緒美氏は、東京証券取引所規則の定める独立役員として、同取引所に対し届け出ており、同氏の選任が原案どおり
承認可決された場合、引き続き、独立役員として届け出る予定であります。

以 上
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１ 当社の現況に関する事項
1. 事業の経過及び成果等
　
主要な事業内容
　当社は、セブン＆アイＨＬＤＧＳ．のグループ各社（以下、「グループ」という）のセブン-イレブン、イトー
ヨーカドー等の店舗をはじめ、空港や駅、金融機関店舗等に現金自動預払機（以下、「ＡＴＭ」という）を設置
し、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、ＪＡバンク、ＪＦマリンバンク、商工組合中央金庫、証券会社、生
命保険会社、クレジットカード会社、消費者金融会社等多くの金融機関と提携することで、原則24時間365日稼
働する利便性の高いＡＴＭネットワークを介して多くのお客さまに入出金サービスを提供するという事業を展開
しております。
　また、当社に口座をお持ちの個人のお客さまを対象に、普通預金や定期預金、ローンサービス、海外送金サー
ビスなどの身近で便利な口座サービスを提供しております。こうしたサービスは全国21,000台以上のＡＴＭだ
けでなくパソコンやスマートフォン、携帯電話などからもご利用いただけます。
　
金融経済環境
　わが国の景気は、個人消費の一部で改善の動きに鈍さがみられるものの、穏やかな回復基調を続けています。
金融面では緩和した状態にあり、企業の資金調達コストは低水準で推移、金融機関の貸出スタンスは改善傾向が
続き資金調達環境は良好な状態にあります。資金需要面をみると、運転資金や企業買収関連を中心に、穏やかに
増加しています。
　
当年度における事業の経過及び成果
➊ ＡＴＭ事業の状況

当年度も、グループ内外へのＡＴＭ設置推進等により、ＡＴＭをご利用いただくお客さまの利便性向上に
努めました。
　当年度は、新たに南日本銀行（平成26年４月）、沖縄銀行（平成26年11月）、但馬銀行（平成27年３月）
のほか、信用金庫１庫、その他金融機関等３社と提携いたしました。この結果、当年度末現在の提携金融機
関は、銀行122行（注１）、信用金庫262庫（注２）、信用組合130組合（注３）、労働金庫13庫、ＪＡバンク１業態、ＪＦマ
リンバンク１業態、商工組合中央金庫１庫、証券会社11社、生命保険会社８社、その他金融機関等45社（注4）の
計594 社（注5）となりました。
　ＡＴＭ設置については、グループ内では、セブン-イレブン店舗の新規出店に合わせて展開し、順調に台数
を伸ばしました。一方、グループ外では外国人観光客が訪れる場所で海外発行カードが利用できるＡＴＭへ
のニーズに応える形で空港や駅等への展開を積極的に推進し、空港に39台（当年度末）、駅では154台（同）
の設置となりました。また、平成26年９月からは新生銀行より一部の支店内ＡＴＭの運営管理を受託し、当
年度末で31店舗に67台のＡＴＭを設置しています。その他、お客さまのご利用ニーズの高い商業施設などに
展開し、当年度はグループ外として過去最高の381台のＡＴＭ設置（純増349台）を行いました。
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■ ■ ■ ■ 預貯金金融機関　  ノンバンク（単位：百万件）

ATM利用件数の推移
 7&iグループ内　  7&iグループ外（単位：台）

ATM台数の推移

655

597

698

638

736

673

743

679

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

16,632

15,605

18,123

16,914

19,514

18,142

21,056

19,335

1,027
1,209

1,372 1,721

57 59 62 64

　また、ＡＴＭサービスをより充実させるため、処理スピードや操作性向上、セキュリティ強化、省電力化
を一層進めた第３世代ＡＴＭへの入替を進めており、全ＡＴＭの約８割に当たる入替（当年度末現在の第３
世代ＡＴＭ台数は17,603台）が完了いたしました。
　以上の取り組みの結果、ＡＴＭ設置台数は21,056台（前年度末比7.9％増）になりました。また、当年度
のＡＴＭ１日１台当たりの平均利用件数は100.9件（前年度比6.4％減）、総利用件数は743百万件（同1.0％
増）と推移いたしました。

　
（注）１．平成27年３月末の提携銀行数は、前年度末（119行）から新規提携により３行増加し、122行となりました。

２．平成27年３月末の提携信用金庫数は、前年度末（261庫）から新規提携により１庫増加し、262庫となりました。
３．平成27年３月末の提携信用組合数は、前年度末（131組合）から合併により１組合減少し、130組合となりました。
４．平成27年３月末のその他金融機関等数は、前年度末（43社）から新規提携により3社増加、合併により1社減少し、45社と

なりました。
５．ＪＡバンク及びＪＦマリンバンクについては、業態としてそれぞれ１つとしております。

　

　
➋ 金融サービス事業の状況
　平成27年３月末現在、個人のお客さまの預金口座数は1,405千口座（前年度末比15.7％増）、預金残高は
3,710億円（同18.8％増）、個人向けローンサービスの残高は104億円（同97.9％増）となりました。
　海外送金サービスは契約口座数、送金件数ともに順調に増加し、当年度の年間送金件数は633千件（同
61.5％増）となりました。平成27年１月には海外送金サービスの新たな営業拠点として福岡県に福岡出張所
を開設したほか、平成27年３月にはよりご利用しやすいよう中国とフィリピンの銀行口座宛ての海外送金を
開始いたしました。
　また、平成26年７月に設立した当社子会社の株式会社バンク・ビジネスファクトリーは、当社の事務受託
に加え他金融機関からの事務受託事業を展開しています。
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（単位：百万円）
当期純利益

17,267
19,515

22,325
24,457

（単位：百万円）
経常収益

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

88,318
94,105 99,832

105,648

（単位：百万円）
経常利益

29,557
32,013

37,142 38,258

➌ 海外子会社について
　当社子会社のFinancial Consulting & Trading International, Inc.（以下、「ＦＣＴⅠ」という）の平成
26年12月末現在のＡＴＭ台数は6,329台となりました。ＦＣＴⅠの連結対象期間（平成26年１月～12月）
の業績は、経常収益79.6百万米ドル、経常利益1.7百万米ドル、当期純利益1.0百万米ドルとなりました。
　また、平成26年６月にインドネシアにおいて現地企業と合弁で設立した当社子会社のＡＴＭ運営事業会社
PT.ABADI TAMBAH MULIA INTERNASIONALは、ＡＴＭ設置に向け営業を開始しております。

　
➍ 経営成績
　当年度の当社業績は、経常収益が105,648百万円（前年度比5.8％増）、経常利益が38,258百万円（同3.0
％増）、当期純利益が24,457百万円（同9.5％増）となりました。
　ＡＴＭ設置台数の増加と総利用件数伸長に加え、受入手数料単価の上昇等により、増収増益となりました。
　なお、連結経常収益は114,036百万円（前年度比8.0％増）、連結経常利益は37,038百万円（同3.4％増）、
連結当期純利益は23,220百万円（同9.3％増）となりました。

　
➎ 資産、負債及び純資産の状況
　総資産は850,369百万円となりました。そのうちＡＴＭ運営のために必要な現金預け金が599,620百万円
と過半を占めております。その他、主に為替決済、日本銀行当座貸越取引等の担保として必要な有価証券が
84,002百万円、提携金融機関との一時的な立替金であるＡＴＭ仮払金が81,617百万円となっております。
　負債は683,554百万円となりました。このうち主なものは預金であり、その残高は（譲渡性預金を除く）
501,525百万円となっております。このうち、個人向け普通預金残高が190,465百万円、個人向け定期預金
残高が180,605百万円となっております。
　純資産は166,814百万円となりました。このうち利益剰余金は104,976百万円となっております。
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当社が対処すべき課題
　平成27年度は、セブン-イレブン店舗の新規出店に伴うＡＴＭ設置が着実に進むことから底堅い収益環境が見
込まれます。一方で、内外マクロ経済の変化により当社の収益環境も影響を受ける可能性があります。
　こうした中で、当社が持続的な成長を実現するためには、
①ＡＴＭ事業の更なる強化
②金融サービス事業の深耕
③海外事業および新事業構築への取り組み
等により、収益構造に厚みを持たせることが重要な課題であると認識しております。
　これらの課題に対する具体的な取り組みは以下のとおりであります。
　①ＡＴＭ事業の更なる強化
　ＡＴＭ事業については、未提携金融機関へのアプローチに加えて、既提携金融機関への新たなサービス提供等
に取り組み、ＡＴＭネットワーク活用の最大化に取り組んでまいります。設置台数の拡大についてはグループ内
への着実な設置を継続しつつ、グループ外への展開を積極的に進めていきます。また、日本国の訪日観光客誘致
戦略に連携する形でインバウンドニーズに対応した告知・認知強化を徹底し、グループ店舗をはじめＡＴＭ設置
先とのシナジー効果を追求し、全体の稼働率向上を図ってまいります。加えて、平成23年度から本格的に開始し
た第３世代ＡＴＭへの入れ替えを着実に進めるとともに、安心安全にＡＴＭをご利用できる環境の整備に努めて
まいります。
　②金融サービス事業の深耕
　金融サービス事業については、口座の利便性向上を図るとともに、セブン＆アイＨＬＤＧＳ.グループのオムニ
チャネル戦略に沿った、金融サービス、決済ニーズに応える商品・サービスの提供に取り組んでまいります。海
外送金サービスは、利便性の強化や当社ならではの特長を活かしたサービス提供に努め一層の利用拡大を、個人
向けローンサービスは、認知度向上による契約口座数増加を図ります。さらには、ＡＴＭを活用した売上金入金
サービスの拡充に取り組んでまいります。
　また平成26年度に設立した当社子会社のバンク・ビジネスファクトリーについては、当社の事務受託を行うほ
か、他金融機関からの事務受託事業を拡大すべく取り組んでまいります。
　③海外事業および新事業構築への取り組み
　海外事業については、米国子会社は、当社とのシナジーを生み出せるよう両社のノウハウ・強みの共有、相互
補完、そしてそれらを実現可能にする人材の育成を進めてまいります。また、平成26年度に現地企業との合弁に
より進出したインドネシアはアジアの成長力を取り込むための橋頭堡として位置付けた事業展開を図ります。そ
の他の新事業については、当社が有するノウハウ、インフラを最大限活用できるようなビジネスチャンスの開拓
に取り組んでまいります。
　当社ではこれらの取り組みを通じ、ＡＴＭ事業の強化と金融サービスの深耕、新たな収益基盤の構築により、
株主の皆さまのご期待に応えてまいります。
　株主の皆さまには、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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2. 財産及び損益の状況
　

（単位：億円）
　

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
預 金 3,315 3,943 4,375 5,015
定 期 性 預 金 1,349 1,549 2,097 2,483
そ の 他 1,966 2,394 2,278 2,531

社 債 540 1,390 1,150 1,100
貸 出 金 19 33 52 104
個 人 向 け 19 33 52 104
中 小 企 業 向 け － － － －
そ の 他 － － － －

商 品 有 価 証 券 － － － －
有 価 証 券 988 836 1,103 840
国 債 966 706 810 305
そ の 他 21 129 293 534

総 資 産 6,529 8,094 7,853 8,503
内 国 為 替 取 扱 高 267,094 277,536 293,264 311,432

百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル
外 国 為 替 取 扱 高 15 85 155 240

百万円 百万円 百万円 百万円
経 常 利 益 29,557 32,013 37,142 38,258

百万円 百万円 百万円 百万円
当 期 純 利 益 17,267 19,515 22,325 24,457

円　 銭 円　 銭 円　 銭 円　 銭
１株当たり当期純利益 14 49 16 38 18 74 20 53

　

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．当社は、平成23年12月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合をもって株式分割を行っております。平成23年度の１株
当たり当期純利益については、当該株式分割が平成23年度期首に行われたと仮定して遡及修正を行った場合の数値を記載し
ております。
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（参考）企業集団の財産及び損益の状況
（単位：億円）

　

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度
連 結 経 常 収 益 － 949 1,055 1,140
連 結 経 常 利 益 － 318 357 370
連 結 当 期 純 利 益 － 193 212 232
連 結 包 括 利 益 － 204 237 255
連 結 純 資 産 額 － 1,380 1,534 1,698
連 結 総 資 産 額 － 8,125 7,903 8,564

　

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．平成24年度より、連結計算書類を作成しております。

　
3. 使用人の状況
　

当 年 度 末 前 年 度 末
使 用 人 数 327人 327人
平 均 年 齢 42歳 6月 42歳 6月
平 均 勤 続 年 数 6年 7月 6年 2月
平 均 給 与 月 額 448千円 433千円

　

（注）１．平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額はそれぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
２．使用人数は、役員、執行役員、嘱託社員、社外への出向者、パート社員、派遣スタッフを除き、社外からの出向者を含めた使
用人数であります。

３．平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。
　
4. 営業所等の状況
　
イ 営業所数の推移
　

当 年 度 末 前 年 度 末

東 京 都 店
21

うち出張所
（ 3 ）

店
21

うち出張所
（ 3 ）

埼 玉 県 1 （ 1 ） 1 （ 1 ）
千 葉 県 1 （ 1 ） 1 （ 1 ）
愛 知 県 1 （ 1 ） 1 （ 1 ）
福 岡 県 1 （ 1 ） － （ - ）

合 計 25 （ 7 ） 24 （ 6 ）
　

（注）１．営業所数の内訳は、本店１、本店と所在地を同一とする17の仮想支店（個人向け12支店、法人向け5支店）及び有人店舗7出
張所であります。

２．上記のほか、当年度末において店舗外ＡＴＭを19,355か所（前年度末17,866か所）設置しております。
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ロ 当年度新設営業所
　

営 業 所 名 所 在 地

本 店 福 岡 出 張 所 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１番１号
　

（注）当年度において店舗外ＡＴＭを1,985か所新設し、496か所廃止いたしました。
　
ハ 銀行代理業者の一覧
　

名 称 主たる営業所又は事業所の所在地 銀行代理業務
以外の主要業務

株式会社もしもしホットライン 東京都渋谷区代々木二丁目６番５号 電話代理応答業務
　
ニ 銀行が営む銀行代理業等の状況
　

所 属 金 融 機 関 の 商 号 又 は 名 称

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行

株 式 会 社 千 葉 銀 行

株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行

ソ ニ ー 銀 行 株 式 会 社

オ リ ッ ク ス 銀 行 株 式 会 社
　

5. 設備投資の状況
　
イ 設備投資の総額

（単位：百万円）
　

設備投資の総額 19,037
　

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．有形固定資産及び無形固定資産への投資額の総額（仮勘定からの振替は除く）を表示しております。

　
ロ 重要な設備の新設等

（単位：百万円）
　

内 容 金 額
ＡＴＭ 10,698
ソフトウェア 7,122

　

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
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6. 重要な親会社及び子会社等の状況
　
イ 親会社の状況
　

会 社 名 所 在 地 主 要 業 務
内 容 設立年月日 資 本 金

親会社が有する
当社の
議決権比率

その他

株式会社セブン＆アイ
・ホールディングス

東京都
千代田区

純 粋
持 株 会 社

平 成 17 年
９ 月 １ 日

百万円
50,000

％
45.81
（ 45.81 ）

－

　

（注）議決権比率欄の（ ）内は、間接保有割合であります。
　
　なお、当社とは預金取引関係等があります。
　
ロ 子会社等の状況

（年度末現在）
　

会 社 名 所 在 地 主 要 業 務
内 容 設立年月日 資 本 金

当社が有する
子会社等の
議決権比率

その他

Financial Consulting
& Trading
International, Inc.

米国
カリフォルニ
ア州

Ａ Ｔ Ｍ
運 営 事 業

平 成 ５ 年
８ 月 25 日

百万米ドル
19

％
100 －

PT. ABADI TAMBAH
MULIA
INTERNASIONAL

インドネシア
共和国
ジャカルタ
首都特別州

Ａ Ｔ Ｍ
運 営 事 業

平 成 26 年
６ 月 10 日

億インドネシア
ルピア
100

70 －

株式会社バンク・
ビジネスファクトリー

神奈川県
横浜市

事 務 受 託
事 業

平 成 26 年
７ 月 １ 日

百万円
30 100 －

　
7. 事業譲渡等の状況
　
　該当ありません。
　
8. その他銀行の現況に関する重要な事項
　
主要な借入先

（単位：百万円）
　

借 入 先 借 入 額
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 10,000
明治安田生命保険相互会社 2,000
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２ 会社役員（取締役及び監査役）に関する事項
1. 会社役員の状況

（年度末現在）
　

氏 名 地位及び担当 重 要 な 兼 職 その他
安 齋 隆 代 表 取 締 役 会 長 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役 －
若 杉 正 敏 取締役副会長執行役員 －

二子石 謙 輔
代 表 取 締 役 社 長
〔担当〕
監査部

－

舟 竹 泰 昭
取締役専務執行役員
〔担当〕
企画部、業務サポート
部

－

石 黒 和 彦

取締役常務執行役員
〔担当〕
システム部、ＡＴＭソ
リューション部、
事業開発部、リテール
営業部

－

大 泉 琢

取締役常務執行役員
〔担当〕
調査部、資金証券部、
ＡＴＭ業務管理部、
国際事業部

株式会社セブン・フィナンシャルサービス取締役

－

大 橋 洋 治 取 締 役（社外） ＡＮＡホールディングス株式会社取締役会長 －
宮 崎 裕 子 取 締 役（社外） 弁護士（長島・大野・常松法律事務所パートナー） －
大 橋 周 治 取 締 役（社外） 公認会計士、経営コンサルタント（大橋周治事務所所長） －
翁 百 合 取 締 役（社外） 株式会社日本総合研究所副理事長 －

清 水 明 彦 取 締 役（社外） 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役執行役員経理部シニアオフィサー －

池 田 俊 明 常 勤 監 査 役 －
平 井 勇 常 勤 監 査 役 －
片 田 哲 也 監 査 役（社外） －
牛 尾 奈緒美 監 査 役（社外） 明治大学情報コミュニケーション学部教授 －
松 尾 邦 弘 監 査 役（社外） 弁護士（松尾邦弘法律事務所所長） －

　

（注）大橋洋治氏、大橋周治氏、翁百合氏、片田哲也氏、牛尾奈緒美氏及び松尾邦弘氏につきましては、東京証券取引所規則の定める独
立役員として、同取引所に届け出ております。
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2. 会社役員に対する報酬等
　

（単位：百万円）
　

区 分 支 給 人 数 報 酬 等

取 締 役 11名 385
（うち 報酬以外の金額 71 ）

監 査 役 ５名 69

計 16名 455
（うち 報酬以外の金額 71 ）

　

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．「報酬等」の額には、「報酬以外」として、平成26年７月４日の取締役会決議により、ストック・オプションとして取締役6名
に付与した新株予約権 71百万円が含まれております。

３．取締役及び監査役に対する役員賞与金及び退職慰労金はありません。
４．取締役の報酬限度額は、平成24年６月19日開催の第11回定時株主総会において年額350百万円以内（うち社外取締役分年額
60百万円以内）と決議いただいております。
また、取締役報酬額とは別枠で、取締役に対し付与されるストック・オプションの限度額について年額100百万円以内と決議
いただいております。

５．監査役の報酬限度額は、平成20年６月18日開催の第7回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいておりま
す。

　
　

３ 社外役員に関する事項
1. 社外役員の兼職その他の状況
　

氏 名 兼職その他の状況

大 橋 洋 治 ＡＮＡホールディングス株式会社取締役会長
　同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

宮 崎 裕 子 弁護士（長島・大野・常松法律事務所パートナー）
　同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

大 橋 周 治 公認会計士、経営コンサルタント（大橋周治事務所所長）
　同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

翁 百 合 株式会社日本総合研究所副理事長
　同社と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

清 水 明 彦 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役執行役員経理部シニアオフィサー
　同社は当社の親会社であり、同社と当社の間には営業上の取引関係があります。

片 田 哲 也 該当ありません。

牛 尾 奈緒美 明治大学情報コミュニケーション学部教授
　同大学と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

松 尾 邦 弘 弁護士（松尾邦弘法律事務所所長）
　同事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
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2. 社外役員の主な活動状況
　

氏 名 在任期間 取締役会等への出席状況 取締役会等における発言その他の活動状況

大 橋 洋 治 平成20年６月
から現在まで

当年度開催の取締役会
13回のうち11回出席

経営者としての経験から、経営方針、業務運営
等について、意見の表明等を行っております。

宮 崎 裕 子 平成24年６月
から現在まで

当年度開催の取締役会
13回のうち12回出席

法曹としての経験から、経営方針、業務運営面
の法令遵守、内部統制を重視した意見の表明等
を行っております。

大 橋 周 治 平成25年６月
から現在まで

当年度開催の取締役会
13回全て出席

公認会計士及び経営コンサルタントとしての経
験から、経営方針、業務運営面等について、意
見の表明等を行っております。

翁 百 合 同上 当年度開催の取締役会
13回のうち11回出席

経営・金融情勢に係る専門家及び大学教授とし
ての経験から、経営方針、業務運営等につい
て、意見の表明等を行っております。

清 水 明 彦 同上 当年度開催の取締役会
13回全て出席

株式会社セブン＆アイ・ホールディングスの取
締役としての経験から、経営方針、業務運営等
について、意見の表明等を行っております。

片 田 哲 也 平成22年６月
から現在まで

当年度開催の取締役会
13回全て出席
当年度開催の監査役会
14回のうち13回出席

経営者としての経験から、経営方針、業務運営
等について、意見の表明等を行っております。

牛 尾 奈緒美 平成23年６月
から現在まで

当年度開催の取締役会
13回のうち11回出席
当年度開催の監査役会
14回のうち12回出席

大学教授としての経験から、経営方針、業務運
営等について、意見の表明等を行っておりま
す。

松 尾 邦 弘 平成25年６月
から現在まで

当年度開催の取締役会
13回のうち11回出席
当年度開催の監査役会
14回のうち12回出席

法曹としての経験から、経営方針、業務運営等
について、意見の表明等を行っております。

　
3. 責任限定契約
　
　当社は社外役員全員と会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を
限定する契約を締結しております。
　ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令の定める額としております。
　
4. 社外役員に対する報酬等

（単位：百万円）
　

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等
報 酬 等 の 合 計 8名 70 22

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．社外役員に対する役員賞与金、ストック・オプション及び退職慰労金はありません。

　
5. 社外役員の意見
　
　該当ありません。
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４ 当社の株式に関する事項
1. 株式数 発行可能株式総数 普通株式 4,763,632千株

発行済株式の総数 普通株式 1,191,001千株
　
2. 当年度末株主数 56,632名
　
3. 大株主
　

株 主 の 氏 名 又 は 名 称
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

株 式 会 社 セ ブ ン － イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ ン 453,639 38.08

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー
（常 任 代 理 人 香 港 上 海 銀 行 東 京 支 店） 65,798 5.52

株 式 会 社 イ ト ー ヨ ー カ 堂 46,961 3.94

株 式 会 社 ヨ ー ク ベ ニ マ ル 45,000 3.77

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （信 託 口） 36,969 3.10

日 本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 25,997 2.18

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 15,000 1.25

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社
（常 任 代 理 人 資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社） 15,000 1.25

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ
（常 任 代 理 人 香 港 上 海 銀 行 東 京 支 店） 13,509 1.13

エイチエスビーシーバンクピーエルシーステートオブクウェートインベストメントオーソリティークウェートインベストメントオフィス
（常 任 代 理 人 香 港 上 海 銀 行 東 京 支 店） 10,330 0.86

　

（注）１．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は、自己株式（128株）を控除して計算しており、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
３. エフエムアール エルエルシーから平成26年８月22日付で関東財務局に提出された大量保有報告書により、平成26年８月15

日現在、85,128,400株（保有割合7.15％）を保有している旨の報告を受けております。しかし、当社として当年度末におけ
る同社の実質所有株式数の確認ができないため上記大株主には含めておりません。

　

4. その他株式に関する重要な事項
　
　該当ありません。
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５ 当社の新株予約権等に関する事項
1. 事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等
　

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取 締 役
（社外役員を
除く。）

名 称：株式会社セブン銀行 第１回-①新株予約権
発 行 決 議：平成20年６月18日
新 株 予 約 権 の 数：157個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式157,000株（新株予約権１個当たり 1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成20年８月13日から平成50年８月12日まで

４（名）

社外取締役 ― ―
監 査 役 ― ―

　

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取 締 役
（社外役員を
除く。）

名 称：株式会社セブン銀行 第２回-①新株予約権
発 行 決 議：平成21年７月10日
新 株 予 約 権 の 数：171個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式171,000株（新株予約権１個当たり 1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成21年８月４日から平成51年８月３日まで

４（名）

社外取締役 ― ―
監 査 役 ― ―

　

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取 締 役
（社外役員を
除く。）

名 称：株式会社セブン銀行 第２回-②新株予約権
発 行 決 議：平成21年７月10日
新 株 予 約 権 の 数：9個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式9,000株（新株予約権１個当たり 1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成21年８月４日から平成51年８月３日まで

１（名）

社外取締役 ― ―
監 査 役 ― ―

　

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取 締 役
（社外役員を
除く。）

名 称：株式会社セブン銀行 第３回-①新株予約権
発 行 決 議：平成22年７月９日
新 株 予 約 権 の 数：423個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式423,000株（新株予約権１個当たり 1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成22年８月10日から平成52年８月９日まで

５（名）

社外取締役 ― ―
監 査 役 ― ―
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取 締 役
（社外役員を
除く。）

名 称：株式会社セブン銀行 第４回-①新株予約権
発 行 決 議：平成23年７月１日
新 株 予 約 権 の 数：440個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式440,000株（新株予約権１個当たり 1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成23年８月９日から平成53年８月８日まで

５（名）

社外取締役 ― ―
監 査 役 ― ―

　

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取 締 役
（社外役員を
除く。）

名 称：株式会社セブン銀行 第４回-②新株予約権
発 行 決 議：平成23年７月１日
新 株 予 約 権 の 数：16個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式16,000株 （新株予約権１個当たり 1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成23年８月９日から平成53年８月８日まで

１（名）

社外取締役 ― ―
監 査 役 ― ―

　

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取 締 役
（社外役員を
除く。）

名 称：株式会社セブン銀行 第５回-①新株予約権
発 行 決 議：平成24年７月６日
新 株 予 約 権 の 数：363個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式363,000株（新株予約権１個当たり 1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成24年８月７日から平成54年８月６日まで

６（名）

社外取締役 ― ―
監 査 役 ― ―

　

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取 締 役
（社外役員を
除く。）

名 称：株式会社セブン銀行 第６回-①新株予約権
発 行 決 議：平成25年７月５日
新 株 予 約 権 の 数：216個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式216,000株（新株予約権１個当たり 1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成25年８月６日から平成55年８月５日まで

６（名）

社外取締役 ― ―
監 査 役 ― ―
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新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を有する者の人数

取 締 役
（社外役員を
除く。）

名 称：株式会社セブン銀行 第７回-①新株予約権
発 行 決 議：平成26年７月４日
新 株 予 約 権 の 数：193個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式193,000株（新株予約権１個当たり 1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成26年８月５日から平成56年８月４日まで

６（名）

社外取締役 ― ―
監 査 役 ― ―

　

（注）１．株式会社セブン銀行第１回-①新株予約権の内容については、平成20年７月18日の取締役会決議により一部修正されており、
上記表中にはかかる修正後の内容を記載しております。

２．第１回-①新株予約権から第４回-②新株予約権の目的となる株式の数は、平成23年12月１日付で実施した普通株式１株を
1,000株とする株式分割に伴い調整された後の株式数を記載しております。

　
2. 事業年度中に使用人等に交付した当社の新株予約権等

新株予約権等の内容の概要 新株予約権等を交付した者の人数

執 行 役 員

名 称：株式会社セブン銀行 第７回-②新株予約権
発 行 決 議：平成26年７月４日
新 株 予 約 権 の 数：44個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数：当社普通株式44,000株（新株予約権1個当たり1,000株）
権利行使時の払込金額：１円
新株予約権の行使期間：平成26年８月５日から平成56年８月４日まで

８（名）

使 用 人 ― ―
子会社及び子法
人等の会社役員
及 び 使 用 人

― ―
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６ 会計監査人に関する事項
1. 会計監査人の状況

（単位：百万円）
　

氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他
有限責任 あずさ監査法人
　指定有限責任社員
　公認会計士 山田 裕行
　公認会計士 宮田 世紀

53
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法
第２条第１項の業務以外の業務である、社債
発行に係るコンフォートレター作成について
の対価を支払っております。

（注）１．記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分して

おらず、実質的にも区分できませんので、「当該事業年度に係る報酬等」にはこれらの合計額を記載しております。
３．当社、子会社及び子法人等が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 55百万円

　
2. 責任限定契約
　
　該当ありません。
　
3. 会計監査人に関するその他の事項
　
イ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当する状況にある場合は、当社監査役会は当該会計
監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたしま
す。また、当社監査役会は、会計監査人の職務状況や当社の監査体制等を勘案し、会計監査人の変更が必要と認
められる場合には、会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
　
ロ 会社法第459条第１項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取締役
会に与えられた権限の行使に関する方針

　当社は、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つと位置づけており、剰余金の配当については、株
主への適正な利益還元の観点から、内部留保とのバランスを勘案しつつ、現金による継続的な安定配当を実現で
きるよう努力することを基本方針としております。配当性向については年間35％を最低目標とし、配当回数につ
いては年２回（中間配当及び期末配当）を基本方針としております。
　
ハ 会社法第444条第３項に規定する大会社である場合には、銀行の会計監査人以外の公認会計
士（公認会計士法第16条の２第５項に規定する外国公認会計士を含む。）又は監査法人（外
国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含む。）が、銀行の重要な子会社及び
子法人等の計算関係書類（これに相当するものを含む。）の監査（会社法又は金融商品取引法
（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）をしているとき
は、その事実

　該当ありません。
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７ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　明確な形では定めておりませんが、継続的な業況拡大やコーポレートガバナンスの強化等を通じた企業価値の
最大化等により適切な対応を行っていく方針であります。
　

８ 業務の適正を確保する体制
　会社法第362条第４項第６号に規定する体制の整備について、当社が実施すべき事項を平成18年５月８日開催
の取締役会で決議いたしました。本決議の内容については、年度毎に進捗状況をレビューし見直しを行っており
ます。その概要は以下のとおりであります。
➊ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役会は、経営にあたってコンプライアンスを実践するため、「コンプライアンス基本方針」・「遵守基
準」を定める。取締役は、コンプライアンスへの取組状況の概要を定期的に取締役会に報告する。

➋ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報については、適切かつ確実に保存・管理し、取締役又は監査役から要請が
あった場合に速やかに開示する。

➌ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　取締役会は、当社経営に係る損失の危険を適切に管理し、経営の健全性と効率性を確保するため、リスク
管理を体系的に規定する「リスク管理の基本方針」を定める。取締役は、リスク管理に関する事項を定期的
に取締役会に報告する。

➍ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役会は、「取締役会規則」を制定のうえ付議・報告すべき重要事項を規定し、取締役会の効率的な運営
を図る。取締役会は、業務執行の意思決定効率化のため経営会議を設置し、円滑かつ効率的な職務の執行を
図るため執行役員制度を導入する。

➎ 社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役は、「コンプライアンス基本方針」・「遵守基準」に基づいて適切なコンプライアンス体制を整備す
る。取締役は、社員の職務の執行において、コンプライアンスを確保するための体制構築、施策決定、施策
の実施及び実施状況の検証、施策評価につき、最終責任を負う。

➏ グループにおける業務の適正を確保するための体制
　当社は、経営理念を共有するセブン＆アイＨＬＤＧＳ．グループの一員として、セブン＆アイＨＬＤＧＳ．
グループの取締役・社員一体となった遵法意識の醸成を図る。銀行経営の健全性を最優先とし、アームズ・
レングス・ルール等を遵守しつつ、独立して経営判断を行う体制を整備する。取締役会は、当社及び子会社
から成る当社グループにおける業務の適正を確保するため、「子会社管理の基本方針」を定め、取締役は、
「子会社管理の基本方針」に基づいて、子会社を適切に管理する体制を整備する。
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➐ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　監査役の職務を補助する組織として監査役室を設け、監査役室専属の社員を置く。さらに、取締役は、監
査役から要請があった場合には、社員に監査業務の補助を行わせるものとする。

➑ 監査役の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　人事部担当役員は、監査役室所属の社員の人事異動、人事評価及び懲戒処分につき、事前に常勤監査役へ
報告し常勤監査役の同意を得ることを要する。

➒ 取締役及び社員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
　取締役は、監査役会から監査方針・監査実施状況等の説明を受け、監査役会に報告すべき事項を監査役会
と協議して定め、その報告を行う。取締役及び社員は、監査役に対し、法定の事項に加え、重要な事項を速
やかに報告する。

➓ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　取締役、内部監査部署は監査役会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相
互認識を深める。

　

９ 会計参与に関する事項
　該当ありません。
　

10 その他
　該当ありません。
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第14期末貸借対照表（平成27年３月31日現在）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 599,620 預 金 501,525
現 金 521,353 普 通 預 金 253,040
預 け 金 78,267 定 期 預 金 248,327
コ ー ル ロ ー ン 13,000 そ の 他 の 預 金 157
有 価 証 券 84,002 譲 渡 性 預 金 760
国 債 30,508 借 用 金 16,000
社 債 39,501 借 入 金 16,000
株 式 924 社 債 110,000
そ の 他 の 証 券 13,068 そ の 他 負 債 54,899
貸 出 金 10,406 未 払 法 人 税 等 7,196
当 座 貸 越 10,406 未 払 費 用 5,228
そ の 他 資 産 91,688 Ａ Ｔ Ｍ 仮 受 金 37,857
前 払 費 用 453 資 産 除 去 債 務 346
未 収 収 益 8,514 そ の 他 の 負 債 4,269
Ａ Ｔ Ｍ 仮 払 金 81,617 賞 与 引 当 金 370
そ の 他 の 資 産 1,103 負 債 の 部 合 計 683,554
有 形 固 定 資 産 30,506 （純 資 産 の 部）
建 物 1,670 資 本 金 30,514
Ａ Ｔ Ｍ 25,118 資 本 剰 余 金 30,514
その他の有形固定資産 3,718 資 本 準 備 金 30,514
無 形 固 定 資 産 20,191 利 益 剰 余 金 104,976
ソ フ ト ウ ェ ア 18,203 利 益 準 備 金 0
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 1,982 そ の 他 利 益 剰 余 金 104,976
その他の無形固定資産 5 繰 越 利 益 剰 余 金 104,976
前 払 年 金 費 用 41 自 己 株 式 △0
繰 延 税 金 資 産 958 株 主 資 本 合 計 166,004
貸 倒 引 当 金 △46 その他有価証券評価差額金 360

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 360
新 株 予 約 権 449
純 資 産 の 部 合 計 166,814

資 産 の 部 合 計 850,369 負債及び純資産の部合計 850,369
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第14期損益計算書（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額
経 常 収 益 105,648
資 金 運 用 収 益 1,370
貸 出 金 利 息 1,157
有 価 証 券 利 息 配 当 金 150
コ ー ル ロ ー ン 利 息 37
預 け 金 利 息 25

役 務 取 引 等 収 益 104,015
受 入 為 替 手 数 料 1,664
Ａ Ｔ Ｍ 受 入 手 数 料 98,954
そ の 他 の 役 務 収 益 3,396

そ の 他 業 務 収 益 161
外 国 為 替 売 買 益 161

そ の 他 経 常 収 益 101
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 9
株 式 等 売 却 益 19
そ の 他 の 経 常 収 益 72

経 常 費 用 67,389
資 金 調 達 費 用 1,254
預 金 利 息 545
譲 渡 性 預 金 利 息 13
コ ー ル マ ネ ー 利 息 14
借 用 金 利 息 141
社 債 利 息 539

役 務 取 引 等 費 用 14,131
支 払 為 替 手 数 料 942
Ａ Ｔ Ｍ 設 置 支 払 手 数 料 11,974
Ａ Ｔ Ｍ 支 払 手 数 料 656
そ の 他 の 役 務 費 用 558

そ の 他 業 務 費 用 53
社 債 発 行 費 償 却 53

営 業 経 費 51,857
そ の 他 経 常 費 用 93
そ の 他 の 経 常 費 用 93

経 常 利 益 38,258
特 別 損 失 172

固 定 資 産 処 分 損 172
税 引 前 当 期 純 利 益 38,086
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,532
法 人 税 等 調 整 額 95
法 人 税 等 合 計 13,628
当 期 純 利 益 24,457
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第14期株主資本等変動計算書（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金
資本剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰余金

当事業年度期首残高 30,509 30,509 30,509 0 89,749 89,749 △0 150,767

当 事 業 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 4 4 4 － － － － 9

剰 余 金 の 配 当 － － － － △9,230 △9,230 － △9,230

当 期 純 利 益 － － － － 24,457 24,457 － 24,457
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 事 業 年 度
変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － － － － －

当事業年度変動額合計 4 4 4 － 15,227 15,227 － 15,236

当 事 業 年 度 末 残 高 30,514 30,514 30,514 0 104,976 104,976 △0 166,004
　

評価・換算差額等
新 株
予約権

純資産
合 計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換算
差額等合計

当事業年度期首残高 3 3 371 151,142

当 事 業 年 度 変 動 額

新 株 の 発 行 － － － 9

剰 余 金 の 配 当 － － － △9,230

当 期 純 利 益 － － － 24,457
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 事 業 年 度
変 動 額 ( 純 額 )

357 357 78 435

当事業年度変動額合計 357 357 78 15,672

当 事 業 年 度 末 残 高 360 360 449 166,814
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第14期末連結貸借対照表（平成27年３月31日現在）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 600,859 預 金 501,413
コ ー ル ロ ー ン 13,000 譲 渡 性 預 金 760
有 価 証 券 71,853 借 用 金 16,000
貸 出 金 10,406 社 債 110,000
Ａ Ｔ Ｍ 仮 払 金 81,617 Ａ Ｔ Ｍ 仮 受 金 37,857
そ の 他 資 産 10,411 そ の 他 負 債 17,890
有 形 固 定 資 産 31,673 賞 与 引 当 金 449
建 物 1,671 退 職 給 付 に 係 る 負 債 0
Ａ Ｔ Ｍ 26,090 繰 延 税 金 負 債 2,154
その他の有形固定資産 3,911 負 債 の 部 合 計 686,525
無 形 固 定 資 産 35,625 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ ェ ア 18,579 資 本 金 30,514
その他の無形固定資産 17,046 資 本 剰 余 金 30,514
退 職 給 付 に 係 る 資 産 60 利 益 剰 余 金 102,511
繰 延 税 金 資 産 951 自 己 株 式 △0
貸 倒 引 当 金 △46 株 主 資 本 合 計 163,539

その他有価証券評価差額金 360
為 替 換 算 調 整 勘 定 5,500
退職給付に係る調整累計額 13
その他の包括利益累計額合計 5,874
新 株 予 約 権 449
少 数 株 主 持 分 26
純 資 産 の 部 合 計 169,890

資 産 の 部 合 計 856,415 負債及び純資産の部合計 856,415
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第14期連結損益計算書（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額
経 常 収 益 114,036
資 金 運 用 収 益 1,372
貸 出 金 利 息 1,157
有 価 証 券 利 息 配 当 金 150
コ ー ル ロ ー ン 利 息 37
預 け 金 利 息 27

役 務 取 引 等 収 益 112,274
受 入 為 替 手 数 料 1,664
Ａ Ｔ Ｍ 受 入 手 数 料 107,213
そ の 他 の 役 務 収 益 3,396

そ の 他 業 務 収 益 161
そ の 他 経 常 収 益 227
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 9
そ の 他 の 経 常 収 益 217

経 常 費 用 76,997
資 金 調 達 費 用 1,254
預 金 利 息 545
譲 渡 性 預 金 利 息 13
コ ー ル マ ネ ー 利 息 14
借 用 金 利 息 141
社 債 利 息 539

役 務 取 引 等 費 用 19,174
支 払 為 替 手 数 料 942
Ａ Ｔ Ｍ 設 置 支 払 手 数 料 16,311
Ａ Ｔ Ｍ 支 払 手 数 料 1,178
そ の 他 の 役 務 費 用 742

そ の 他 業 務 費 用 53
営 業 経 費 56,419
そ の 他 経 常 費 用 95
そ の 他 の 経 常 費 用 95

経 常 利 益 37,038
特 別 損 失 195

固 定 資 産 処 分 損 195
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 36,842
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,544
法 人 税 等 調 整 額 79
法 人 税 等 合 計 13,624
少数株主損益調整前当期純利益 23,218
少 数 株 主 損 失 （△） △2
当 期 純 利 益 23,220
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第14期連結株主資本等変動計算書（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

株 主 資 本

資本金 資 本
剰余金

利 益
剰余金 自己株式 株主資本

合 計

当 期 首 残 高 30,509 30,509 88,520 △0 149,539
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 4 4 － － 9
剰 余 金 の 配 当 － － △9,230 － △9,230
当 期 純 利 益 － － 23,220 － 23,220
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 4 4 13,990 － 14,000
当 期 末 残 高 30,514 30,514 102,511 △0 163,539
　

その他の包括利益累計額

新 株
予約権

少数株主
持分

純資産
合 計その他有

価証券評
価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 3 3,613 △119 3,497 371 － 153,408
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 － － － － － － 9
剰 余 金 の 配 当 － － － － － － △9,230
当 期 純 利 益 － － － － － － 23,220
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 357 1,887 132 2,376 78 26 2,481

当 期 変 動 額 合 計 357 1,887 132 2,376 78 26 16,481
当 期 末 残 高 360 5,500 13 5,874 449 26 169,890
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会計監査人の監査報告書
　

独立監査人の監査報告書
平成27年５月18日

株式会社セブン銀行
　取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 裕 行 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宮 田 世 紀 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社セブン銀行の平成26年４月１日から平成27年３月31日
までの第14期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年05月18日 13時29分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



37

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
　

独立監査人の監査報告書
平成27年５月18日

株式会社セブン銀行
　取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 裕 行 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 宮 田 世 紀 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社セブン銀行の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人
に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実
施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討する
ことが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社セブ
ン銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第14期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成
した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及
び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の
使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及
び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明い
たしました。
　なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評
価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以
上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われて
いることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年
度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の
記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年５月22日
株式会社 セブン銀行 監査役会
常勤監査役 池 田 俊 明 ㊞
常勤監査役 平 井 勇 ㊞
監 査 役 片 田 哲 也 ㊞
監 査 役 牛 尾 奈緒美 ㊞
監 査 役 松 尾 邦 弘 ㊞

（注） 監査役 片田哲也、監査役 牛尾奈緒美、監査役 松尾邦弘は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役
であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図

東京プリンスホテル 2階 プロビデンスホール
東京都港区芝公園三丁目3番1号  　☎（03）3432-1111（代表）

会　場

交通の
ご案内

浜松町駅（ＪＲ北口）から 徒歩10分 JR線・東京モノレール

御成門駅（A 1出口）から 徒歩 1 分　 都営地下鉄三田線
大 門 駅（A 6出口）から 徒歩 7 分 都営地下鉄浅草線・大江戸線
赤羽橋駅（赤羽橋口）から 徒歩 7 分　 都営地下鉄大江戸線

神谷町駅（3番出口）から 徒歩10分　 東京メトロ日比谷線
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